
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

に

お

け

る

ラ

イ

ス
ラ

ー

の
乱

に

関

す

る

補

足

研

究

と
く

に

ス
ケ

ネ

ク

タ

デ

ィ

の
場

合

(
一
六

八

九

i

一
七

一
〇

)

茨

木

慶

三

は
じ

め

に

5-U

一
六
八
九

年
春

、

本
国

で

の
名
誉

革

命
、

ボ

ス
ト

ン
で

の
ド

ミ

ニ
オ

ン
総

督

ア

ン
ド

ロ

ス

(
国
血
コρ
二
=
α
＼ピ
コ
血
「
○
ω
)
の
投

獄

を
直

接

の
契
機

と

し

て

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

植

民
地

で
は
、

民
兵

隊
長

ラ
イ

ス
ラ
i

(」
①
8

σ
ぴ
Φ
凶ω
】Φ
「
)

が
実
権

を
掌

握

し

た
。

こ

の

い
わ

ゆ
る

ラ
イ

ス
ラ

ー

の
反

乱

に
関

し

て
、

既

に
十

八
世

紀

以
来

数
多

く

ま

　

の
論

究

が
な

さ

れ

て
お

り
、
筆

者
も

先

に
二

つ
の
論
考

を

発

表

し

た
。

と

こ
ろ

で
従

来

の
史

家

は
、

概

し

て

い
え
ば
、

こ

の
騒

乱

は
、

ニ
ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

と

そ

の
周

辺
地
域

(
ロ

ン
グ

ア
イ

ラ

ン
ド

と
ウ

ェ
ス
ト
チ

ェ
ス
タ

ー
郡

と

の

一

部

)

に
き
わ

め

て
集
中

し

た
も

の
で
あ

る

と

み
な

し

て
き

た

。

ま

た
同

植

民

地
内

の
あ

つ
れ
き

は
、

一
七

一
〇

年

の

ハ
ン
タ

ー
総

督

(ヵ
o
σ
Φ
答

=
二
三
臼

在

任

一
七

一
〇
1

二
〇

)

の
着

任
直

後

に
消
散

し

た

と
は

い
え
、

こ
の
反

乱

が
同
植

民

地

の
政

治
的

派
閥

争

い
を
創

始

し

た

と
考

え

ら
れ

た
。
加

え

て
最
近

で
は
、

反

乱

は
、

ぼ
　

一
六
八

九
年

以
前

か
ら

発
展

し

て
き

た
ア

ン
グ

ロ

・
サ

ク

ソ

ン
と

オ
ラ

ン
ダ

人

と

の
民
族

的
対

立

、

お
よ

び
経

済
的

競
争

の
結

果

で
あ

る

と
描

写

さ
れ

た
。

ま

ヨ

し

か
し

こ
れ

ら

の
評
価

は
、

そ

の
ま

ま
容

認
し

て
よ

い
の

で
あ

ろ
う

か
。

本
稿

で
筆
者

が
、

最

近

の

バ
ー

ク

氏

(
日
げ
○
ヨ
鋤
。゚
即

じo
⊆
蒔

Φ

』
こ

の
論
究

に
基

づ
き

な

が
ら

、

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

か
ら
遠

く
離

れ
た

フ

ロ
ン
テ

ィ

ア
農
村

社
会

ー

ス

ケ
ネ

ク

タ
デ

ィ

の
場
合

に

ス
ポ

ッ
ト

を
あ

て
る
ゆ

え

ん

は
、

こ

こ
に
あ

る
。

一

乱

の
背

景

(
乱
以

前

の
時

期

)

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
乱
に
関
す

る
補
足
研
究
ー
-ー
と
く
に
ス
ケ
ネ
ク
タ
デ
ィ
の
場
合

〔
一
六
八
九
-

一
ヒ

一
〇
)



ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
乱
に
関
す
る
補
足
研
究

と
く
に
ス
ケ
ネ
ク
タ
デ
ィ
の
場
合

(
、
六
八
九
1

、
七

一
〇
)

一
六
六

一
年

に
、

+
四

人

の
最
初

の
地
権

所
有

者

と

そ

の
家
族

に
よ

っ
て
創

立

さ
れ

た

ス
ケ
ネ
ク

タ
デ

ィ
村

で
は
、

以
後

土

地
問

願

が
抗
争

の
種

と
な

っ
た
。
す

な

わ
ち

最
初

の
移

住

民

は
、
自

分

た
ち

の
公
有

地
開

発
権

を

後
来

者

か
ら

守

ろ
う

と
し

て
、

オ

ル
バ

ニ
ィ

の
裁

判
所

に
請

願

し

、

↓
六
七

一
年
、

村
民

の
放

牧

場

と

し

て
留

保
す

る

こ
と
を
理

由

に
、

同
村

周
辺

三

哩
以

内

で

は

土
地

を
占

有

で
き

な

い
と

い
う

裁
決

を

獲
得

し

た
。

ま

た
、

同

村
開

拓

第

二
拾

年
期

ま

で

に
、

モ

ホ
ー

ク
河

経
由

の
西
漸

運

動

が
進
展

し

た

が
、
イ

ン
デ

ィ
ア

ン
と

の
親

交

の
よ

し

み

で
彼

ら

か

ら

の
土
地

入
手

に
成

功

し

た
ヴ

ァ

ン

・
ス
リ

ィ
ク

家

(
<
き

ω
ξ
o
ズ
ω
)
な

ま

　

ど

の
人

々
は
、
イ

ン
デ

ィ
ア

ン
に
冷

遇

さ

れ
た

人

々
の
不

満

を
醸

成
し

た
。

と
も
あ

れ
、
当

時

の
資

料

に
よ

れ
ば
、

同
村

周

辺

地

の
開

発

に
お

い
て
、

い
く

ら
か

の
人

々
が
他

の
人

々
よ

り
も

、
よ

り

成
功

し

た

こ
と

は
明

白

で
あ

り
、

ま

た

概

し

て

い
え
ば
、

成

功
者

が

の
ち

に
反

ラ
イ

ス
ラ
i

派

と
提

携

し

た

の
に
対
し

て
、

の
ち

の
ラ
イ

ス
ラ
i

一
派

は

モ

ホ
ー

ク

渓
谷

の
土
地

の
入
手

の
上

で
、

よ

り
恵

ま

れ
な

か

っ
た

人

々

の
仲

間

で
あ

っ
た

こ
と
は
注

目

に
値

す

る
。

ち
な

み

に

一
七

〇
〇
年

代

初
期

ま

で

に
、

い
く

ら

か

の
反

ラ
イ

ス
ラ
ー

派

メ

ン
バ
ー

の
土
地
所

有

　
ら

高

は
膨
大

で
あ

り
、

例
え

ば
、

H

・
ヴ

ァ

ン

・
ス
リ

ィ
ク

(
=
①
「ヨ
Φ
コ
く
碧

ω
ξ
畠

)
は

二
〇

〇
〇

エ
ー

カ
ー

以
上

を
保
有

し

て

い
た
。

と

こ
ろ

で
、
最

初

の
被

地
権

交
付

者

で
最
古

の
成

功

し

た

移
住

民

に
対

し

て
、
公

有
地

の
よ

り
平

等
な

分
配

を
求

め
る
後
来

者

が

反
駁

し

た

こ
と
を

示
す
事

件

の

一
つ
が
、

よ
う

や

く
代

議
会

設

置

の
承
認

に
ふ

み
き

っ
た

ヨ
ー

ク
公

に
よ

る
そ

の
主

旨

の
訓
令

を

携

え
て

着

任

し

た
ド

ン
ガ

ン
総

督

(日
ゴ
o
ヨ
鋤
ω
U
o
コ
σq
讐

在

任

一

六
八

三
…

八

八

)

の
下

で

の
、

同
地
最

初

の
代

議

会
員

選

挙

(
一
六
八

三

)

の
と
き

に
み
ら

れ

た
。
す

な

わ
ち

こ

の
と
き

、

最
初

の
被

地
権

交

付
者

の
期
待

に
反
し

て
、

そ

の
家
族

が
同
村

創

立
者

の
仲
間

で
は
な

く

、

ま

た
、

数

年
前

に
来

住

し

た
ば

か
り

で
、

同

村

や
オ

ル
バ

ニ
ィ

に
土

地

を
所
有

し
た
も

の
の
、

同
村

よ

り
上

流

ぼ
　

域

の
土
地

を

入
手

で
き

な

か

っ
た
後
来

者

で
あ

る

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン

(
菊
①
<
Φ
「
ω
o
び
臼
ヨ
①
島

0
3

11

の
ち

の
同

地

ラ
イ

ス
ラ
i

派

)

が
選
出

さ

れ

た

の
で
あ

る
。

な

お
ド

ン
ガ

ン
総
督

は
、
特

許

状
を

発

布
し

(
一
六
八
四

年

十

一
月

)
、

一
六

七

二
年

に
同
村

村

役

人
が

イ

ン
デ

ィ
ア

ン
か

ら
譲

渡

さ
れ

た
公
有

地

の
交

付

を
法

的

に
承

認
し

た

が
、

同
時

に
同

総
督

は
、

同
村

公

有

地

の
分

配

を
村

役

人

の
手

に
委

ね
ず

、

公
有

地

処
理

の

た
め

の
独

立
し

た

、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
を
含

む

五
人

か
ら

成

る
管

理

機
関

の
設

置
を
命

じ

た
。

た

だ
し
、

同

総
督

が
認

め

た
右

の
五

人

の
メ

ン
バ
ー

の
う

ち

少
な

く

と
も

三
入

は
、

既
成

権

威

を
掌

握
し

た

同
村
創

立
者

で
あ

ぼ
　

り
、

土
地

入
手

の
上

で
後
来

者

が
不
利

で
あ

っ
た

こ
と
を

推

測

せ
ざ
る

を

え
な

い
。

そ

れ

は
と
も

か
く
、

土
地

を

め
ぐ

る
ト

ラ
ブ

ル
が
、

ス
ケ

ネ

ク

タ
デ

ィ
に
お
け

る

の
ち

の
ラ
イ

ス
ラ
ー

派

と
そ

の
反
対

派

の
対

立

の
背
景

で
あ

っ
た

の

で
あ

る
。

し

か
し

防
衛

問

題
も

ま

た
、

同
村

住

民

の
生
活

に
影

響

し

た

の

で
あ

っ
た
。

(16)



ニ

ス
ケ
ネ

ク

タ
デ

ィ

の
悲

劇

(
ラ
イ

ス
ラ
ー

政
権

期

)

新

大
陸

で

の
英

仏

の
植
民

地
争

奪

戦

に
伴

っ
て
、

一
六
八

九
年

夏

イ
ギ

リ

ス
は

フ
ラ

ン
ス
に
宣

戦

布
告

(
ア

メ
リ

カ
で

は
、

ウ

ィ
リ

ア

ム
王

の
戦

い
)、

カ

ナ
ダ

の

フ
ラ

ン

ス
軍

が

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
植

民

地
北

部

へ
の
当

面

の
脅

威

と
な

っ
た
。

こ

の
こ
ろ

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

で
実
権

を
掌

握

し

た
ラ
イ

ス
ラ
ー

は
、

自
己

の
権

威

を

同

植

民
地

北
部

へ
拡

大
す

る
た

め

に
、

こ
の
脅

威
を

利

用
し

よ

う

と
し

た
。

す
な

わ

ち
彼

は
、

ミ

ル
ボ

ー

ン

(」
碧
○
σ
ζ
=
σ
○
ヨ

Φ
)
の
率

い
る
武

装

隊
を

北
部

に
派
遣

し
、

先
ず

オ

ル
バ

ニ
ィ
市

に

ラ
イ

ス
ラ
ー

政
権

へ
の
服
従

を

要
求

、

同
市

が
そ

れ

を
拒

否
す

る
と

、

同
市

と
経
済

上

・
政
治

上
対

立
関

係

に
あ

っ
た

ス
ケ
ネ

ク
タ

デ

ィ

に
対

し

て
同
政

権

は
、

同
村

を

オ

ル
バ

ニ
ィ
市

よ

り
も

好

ま
し

い
と
考

え
る

と

し
、

前
者

に
後
者

と
同

等

な
毛

皮

の
取

り
引
き
権

と
麦

粉
を

ふ
る

い
に
か
け

る
権

利

を

付
与

す

る
と

約
束

し

た
。

こ
う

し

て

ラ
イ

ス
ラ

ー

は
、

一
六
八
九

年
十

二

月

二
十

九

日
、

こ
の
約

束

を

強

固

に
す

る

た
め

に
、

新

し

い
五

人

の
判

事

へ
の
任

命

書

を

発
行

し

た
。

と

こ
ろ

が
同
村

で

は
既

に
、

グ

レ
ン
兄

弟

(
ω
四
&

①
【
蝉
巳

』
○
ゴ
鋤
目

Φ
ω
ω
餌
昌
ユ
霞
ω
〇
一Φ
コ
)

た
ち

が
常
置

さ

れ
た
既

成

の
文

武
官

職

を
掌

握

し

て

い

た
。
や

が
て
グ

レ

ン
は

、
そ

ろ

っ
て

村
役

人
は

、
「
同
村
有

権

者

は

ラ
イ

ス
ラ
ー

の
命

令

に
従

う

つ
も

り

は

な

い
、
彼

の
非
合

法

な
行

動

に
抗

議

し
て

い
る
…

…

と
伝

ほ
　

え

て

い
る
」

と
オ

ル
バ

ニ
ィ
市
当

局

に
知

ら

せ
た

。

η

こ

こ
に
お

い
て
グ

レ

ン
た
ち

(
11

同
村

で

の
反

ラ
イ

ス
ラ

ー

派

)
は
、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
た
ち

ラ

イ

ス
ラ

ー

に
よ

っ
て
任

命

さ
れ

た
役

職
者

(ー

同

村

で

の
ラ

イ

d

ス
ラ
ー

派

)

か
ら
敵
対

さ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た
。

し

か
も
、

両
者

の
あ

つ
れ
き

は
強

か

っ
た

た

め
、

フ
ラ

ン

ス
の
カ
ナ

ダ

か
ら

の
侵

入

の
恐

れ

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

両

派

は
協

力
す

る

こ
と

が

で
き
ず

、
例

え
ば

ラ
イ

ス
ラ
ー

派

の
人

々
は
、

反
対

派

に
属

す

る
将

校

の
指

揮

で
見

張

り

に
就

く

こ
と
を

拒
否

し

た
。
そ

の
上
、

同

一
家

族

や
親

戚

さ
え

分
裂
し

た
。

例

え

ば
、

S

・
T

・
ヴ

ァ

ン

・
ベ

ル

セ

ン

(Qり
～<
Φ
①
「
一門
①
ニ
コ
帥ωω
Φ
=
～
N9
ロ
ノ＼
①
一ω
①
昌
)
は
グ

レ
ン
と
行

動
を

共

に
し

た

が
、
彼

の
継

子

M

・

ウ

ェ
ム
プ

(
ζ
く
コ
α
Φ
答

≦
、Φ
∋
℃
)
は
ラ

イ

ス
ラ
ー

か
ら
官

職

任

命
書

を
受

領

し

た

一
人

で
あ

っ
た
。

こ

の
よ

う
な

状

勢

の
下

で
、

フ
ラ

ン
ス

・
イ

ン
デ

ィ

ア

ン
連
合

ゆ

　

軍

は
や
す

や
す
と

同
村

に
侵

入

二

六
九

〇
年

二
月

)、
掠

奪

を

ほ
し

い
ま

ま

に
し

た

の
ち

、

翌

日
、
捕

虜

と
戦
利

品
を
携

え
て

立
ち
去

っ
た
。

今

や
、

ラ

イ

ス
ラ
ー

派

と
そ

の
反
対

派

は
、

同
村

の
悲
劇

の
責

任
を
相

互

に
な
す

り

合

っ
た

。
な

か
ん

ず

く
、

い
わ
ゆ

る

〈
既
成

の
ア

リ

ス
ト
ク

ラ

ッ
ト

〉

で

オ

ル

バ

ニ
ィ
市
書

記
を

務

め

て

い
た
政

商

リ

ビ

ン
グ

ス
ト

ン

(
菊
o
σ
①
詳

ご
く
ヨ
ひq
ω
什8

)
は

、
責

任

は

一
重

に
ラ

イ

ス
ラ

ー
政
権

に
あ

る
と

し

て
同
政

権

へ
の
抵
抗

を

強

め

た
。

し

か
し

、
結

局

彼

は
、

フ
ラ

ン

ス

・
イ

ン
デ

ィ
ア

ン
連
合

軍

に
よ

る
な

お

一
層

の
攻

撃

に
対

抗

す

る

こ
と

へ
の
援

助
を
求

め
る

と

い
う

口
実

で
、

オ

ル
バ

ニ

ィ

か

ら

コ
ネ

テ
ィ

カ

ッ
ト
植

民

地

へ
出

発
し

た

(九

〇

年
三

月

)。

二
.{ー

ヨ
ー
ク
に
お
け
る
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
乱
に
関
す

る
補
足
研
究

と
く
に
ス
ケ
ネ
ク
タ
テ
ィ
の
場
合

(
一
六
八
瓦
ー

.
し

一
〇
)



ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
乱
に
関
す
る
補
足
研
究

と
く
に
ス
ケ
ネ
ク
タ
デ
ィ
の
場
合

(
一
六
八
九
ー

一
七

一
〇
)

だ
が

一
方

右

の
悲
劇

は
、

ラ
イ

ス
ラ
ー
を

し

て
全

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
植

民

地

の
反
対

派

に
対

し

て
行

動
さ

せ

る
機
会

を
提

供

し

た
。

た
め

に

オ

ル
バ

ニ
ィ
市

は
、

ラ

イ

ス
ラ

ー

政
権

へ
の
服
従

を
余

儀

な

く
さ

れ

た
。

そ

し

て
同

市

の
ラ
イ

ス
ラ
ー

代
理

人

は
、

リ

ビ

ン
グ

ス

ト

ン
の
犯

罪
行

為

の
証
拠

を

収
集

し

た
上

、
彼

に
不
利

な

宣

誓

口
述
書

を

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

の
ラ
イ

ス
ラ
ー
政

府

に
送

達

し

た
。

証

言
を

提
供

し

た
人

々
の
な

か

に

、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
と
彼

の
弟

が
含

ま

れ

て

い
た
。
ま

た

彼

は
、

「
こ
の
危

機

に
イ

ギ

リ

ス
国

王

の
利

益

に

つ
い
て
協

議

し

、
結

論
を

出
す

の
に

ふ
さ

わ
し

い
二
人

の
人

間
」
の
う

ち

の

一
人

に
選

び
出

さ

れ

た
。

思
う

に
シ

ャ

ー

マ
ー

ホ

ン
こ
そ
、
他

の
同

志

と
共

に

ス
ケ
ネ

ク
タ

デ

ィ

の
悲

劇

の
ず

っ
と
前

か

ら
、

既
成

の
村

役

人
と

同
村

で

の
権

力
争
奪

戦

を
実

行
し

た
人

で
あ

っ
た
。

さ
ら

ハ　
　

に
彼

こ
そ
、

同
村

で

の
ラ
イ

ス
ラ

ー

の
乱

に
お
け

る

諸
事

件

と
、

乱

後

の
長
期

に
わ

た
る

分
裂
抗

争

で
、

中
心

人
物

で
あ

り

つ
づ
け

る

で
あ

ろ

う
。

そ
れ

は
と
も

か
く

、
以

下
暫

ら

く
、

同
村

に
お
け

る
両

派

の
特

徴

を
考

察
し

て

み
よ

う
。

㈲

バ
ー

ク
氏

に
よ

れ

ば
、

一
六
八
九
ー

九

一
年

に
お
け

る

二
十

一
人
11

こ
の
数

は
、

一
六
九

〇
年

に

お

い
て
、
同

村

に
定
着

し

て

い
た

こ
と
が

明
白

な
所

帯

の
約

半
数

に
相
当
す

る
11

の
所

属

党
派

を
判

定
す

る

こ
と

が

で
き

る

が
、

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
植

民
地

の
最

初

の
政

治

騒
動

の
時

期

に
、
反

ラ
イ

ス
ラ
ー

派

と
提
携

し

た
人

々

の
な

か

に
、
J

・
C

・
ヴ

ァ

ン

・
ス
リ

ィ
ク

(冒

8

⊆
Φ
ω
O
o
ヨ

①
一δ
ω
①
昌

く
自・
コ

ω
貯
o
匠
)
ら

の
よ

う

な
生

き
残

り

の
最
初

の
地
権
所

有

者

や
、

グ

レ

ン
兄
弟

ら

の
よ

う

な
そ

の
息

子

た
ち

が
含

ま

れ

た
。

他
方

同

じ
時

期

の
ラ

イ

ス
ラ
i

派

の
人

々
は
、

反

対
派

の
人

々
よ
り

若
年

で
、

定
住

の
最
初

の
拾

年
期

が
経
過

し

た

の
ち
、

す

な

わ
ち

、

ラ
イ

バ

ル
よ

り
不
利

な

状
況

下

に
同
村

に
到

着

し

た
人

々
を

含

む
グ

ル
ー
プ

で
あ

っ
た

(
=

ハ
七

〇
年
以

後

に
同
村

へ
移
住

し

た

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
は
、

そ

の
典

例

)。
ま

た
同
派

支
持

者

に
は
、

一
六
六
〇

年
代

に
既

に
同
村

住

民

で
あ

っ
た
け

れ

ど
も

、
小
作

農

民
な

い
し
は

年
期

奉
公

人

と
し

て
来

住

し

た
人

々
が
含

ま

は
む

れ
て

い
た
。

a
先

に
述

べ
た
よ
う

に
、

ラ
イ

ス
ラ

ー

の
乱

に
関
す

る
最

近

の
研
究

は
、

ニ
ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

に
焦
点

を

お

き
、

ラ
イ

ス
ラ

ー
派

と

そ

の
反
対

派
を

分
離

さ

せ
た
民

族
的

お

よ

び
経
済

的
要

素

を
重

視

し

て

い
る
。
し

か
し
、

当

時

イ

ギ

リ

ス
人

が
ほ

と

ん
ど
定
着

し

な

か

っ

た

ス
ケ
ネ
ク

タ
デ

ィ
で

は
、

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

の
政
治

を

特
徴

づ

け

た
民
族

的
あ

つ
れ

き

は
顕

著
な

も

の
と
考

え

ら
れ

な

い
。

同
村

の
最

も

活
動

的
な

反

ラ
イ

ス
ラ

ー

派
指
導

者

グ

レ
ン
兄
弟

は
、

オ
ラ

ン
ダ

人

の
母

と

ス

コ

ッ
ト

ラ

ン
ド

人

の
父

と

の
間

の
息

子

で
あ

り
、
彼

ら

自
身

も

ま

た

オ
ラ

ン
ダ
人

の
娘

を

妻

と
し

た
。
従

っ
て

こ
の
場

合

、
民

族
的

融

和
な

い
し
複

雑

さ

に
配
慮

せ
ざ

る
を

え

な

い
。

実
際

、

同

村

で

の
ラ
イ

ス
ラ

ー

の
乱

に
関

連

づ
け

ら

れ

る
分
裂

は
、

そ
れ

が
互

に
敵

対
す

る

民
族
的

グ

ル
ー
プ

の
間

に

で
は
な

く
、

オ
ラ

ン
ダ

人
社

ま
ね

会

の
な

か

で
発
生

し

た

の

で
あ

っ
た

と

い
う

こ
と

が
で
き

る
。

(18)



B
ま

た
、

ニ
ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

で
は
、

ラ

イ

ス
ラ
ー

派

は

「
卑

し

い
素

性

の
人

々
」
か
ら
支
持

を
受

け

、

「
民

衆
政

治

の
先

例

」
と
な

っ
た
と

の
主

張

も

な
さ

れ

て
き

た
。

し

か
し

ス
ケ
ネ

ク

タ
デ

ィ

の
場
合

、

こ
の
時

期

の
課

税

財

産

査
定

簿

が

現
存
し

な

い
た
め
、

経
済

的

地
位

の
相
違

が
両

派
を

区

分
し

た
程
度

を

正
確

に
判
定

す

る

こ
と

は
困
難

で
あ

る

が
、
種

々

の
資

料

か
ら
推

測
す

れ
ば

、
ラ

イ

ス
ラ
ー

派
が
、

よ

り
所
有

財

産

の
少

な

い
入

々
を
引

き
付

け

た

こ
と

を
指
摘

で
き

る
。

と

は

い

え
同

派

は
、

富

裕

な

人

々
を
欠

き

は
し

な

か

っ
た
。
例

え
ば

、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
は
恐

ら
く
奴

隷

を
所

有

し
、

か

つ
そ

の
父

は
、

五
万

ギ

ル
ダ

i
以

上

と
評

価

さ
れ

ぼ
ね

た
遺

産

を
残

し

た
、

オ

ル

バ

ニ
ィ

の
主

要
交

易
業

者

の

一
人

で
あ

っ
た
。

◎

官
職

保
有

の
経

験

の
点

で
は
、

両

派

は
明
確

に
相

違

し

た
。

す
な

わ

ち
、
反

ラ

イ

ス
ラ
ー

派

が
文

武

の
官

職

を
保
有

し

た

い
く
ら

か

の
個
人

を
含

ん

で

い
た

の

に
対

し

て
、
全

体

と

し

て

み
る

と
ラ

イ

ス
ラ

ー
派

は
、

過

去

に

ほ
と

ん

ど
政

治
的

地
位

を
保

有

し

て

い
な

か

っ
た
。

確

か

に

一
六
八

三
ー

八

五
年

の
問

、

代
議

会

員

を

勤

め

た

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
の
よ

う

な
例
外

は
あ

る
。

し

か

し

、

ラ
イ

ス
ラ

ー
派

と
確

認

で
き

る
大
多

数

の
人

々
に
と

っ
て
は

、
ラ

イ

ス
ラ
ー

に
よ

る
官
職

へ
の
任

命

が
彼

ら

の
官

職
保

有

者

へ
の
最
初

の
出

世

で
あ

っ
た
。

こ
う

し

て
、

ラ
イ

ス
ラ

ー

に
よ

る
官

職
保
有

者

と
確

認

で
き

る
九

人

の
う

ち
、

二

人
だ
け

が

一
六
八

九

年

以

前

に
官
職

に
就

い
て

い
た

に
す

ぎ
な

い
(
こ

の
二
人

の
官

職

保

有

年
数

は
、

合
計

五
年

間

)。

し

か
も
、

同
村

の
よ
う

な

人

口
の
少
な

い
小
規
模

な

社
会

で

は
、
隣

田

り
合

わ

せ
に
生

活
す

る
場

合

が
多

く

(
例

え

ば
、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
の
農

場

は
、
グ

レ

ン
家

の
保
有

地

に

隣
接

)、

日
常

の
接

触

が
避
け

ら

れ
な

い
た

め
、
相

互

に
敵

d

コぼ

め

意

が
深

ま

る
傾
向

も

み
ら

れ
た

の
で
あ

る
。

⑪
と

こ
ろ

で
ま

た
、
既

述

の
よ

う

に
、

同

一
家

族

や
親

戚

が

両
派

に
分
裂

し
、
彼

ら

の
連
帯

精
神

の
崩

壊

の

た
め

に
相

互

の
反

目

が
高

め
ら

れ
た

と
も

思

わ

れ
る

。

こ
の
よ
う

な

対

立

は
、

ウ

ェ
ム
プ

兄
弟

(ζ

葦

α
Φ
「
叶
き

α
し口
費

Φ
艮

芝

Φ
ヨ
℃
)

の
場

合

明
白

で
あ

っ
た
。

兄
弟

は
ラ
イ

ス
ラ
ー

政
権

下

の
官

職

に
就

い
た
が
、

兄

弟

の
父
は
最

初

の
地
権
所

有

者

の

一
人

で
、
彼

ら

の
妹

は
反

ラ

イ

ス
ラ
ー

派

の
S

・
グ

レ

ン
の
息

子

に
既

に
嫁

い
で

い
た
。

ま

た
彼

ら

の
継

父
は
、

S

・
グ

レ

ン
と
行

動
を

共

に
し

た

S

・
T

・
ヴ

ァ

ン

・
ベ

ル
セ

ン
で
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う

な
背

景

に
も

か

か
わ

ら
ず

、
兄

弟

が
ラ

イ

ス
ラ

ー
派

に
与
し

た

の

は
、

恐

ら

く

一
六
八

三
年

に
彼

ら

が
、

死
亡

し

た
あ

る
姉

妹

の
遺

産

の
分

配
を

め
ぐ

っ
て
、

S

・
T

・
ヴ

ァ

ン

・
ベ

ン
セ

ル
と
紛
争

を

起

こ
し

、

あ

る
ラ

イ

ス
ラ
ー

派
支

持
者

に
助
け

ら
れ

た

注
16

た
め

で
あ

ろ
う

。

そ
れ

は

と
も

か

く
、

以
上

要
す

る

に
、

ス
ケ
ネ

ク

タ
デ

ィ

で

で
も

、
全

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
植

民

地

で

で
も

、

ラ
イ

ス
ラ

ー
派
指

導

者

は
取

る

に
足

ら
な

い
入
物

で
は

な

か

っ
た
。

彼

ら

は
す

べ
て
財

産
所
有

者

で
あ

り
、

し

か
も

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
の
よ
う

な

い
く

ら

か

の
人

々
は
、

か
な

り

の
富

を
所

有

し

て

い
た
。

だ
が
、

様

々
な

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
乱
に
関
す

る
補
足
研
究

と
く
に
ス
ケ
ネ
ク
タ
デ
ィ
の
場
合

二

六
八
九
ー

一
七

一
〇

)

ψ



ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

に
お

け

る

ラ

イ

ス
ラ

ー

の
乱

に
関

す

る
補

足

研
究

と

く

に

ス
ケ
ネ

ク

タ

デ

ィ

の
場
合

二

六
八

九

一
七

一
〇

)

ぼ
リ

レ
ベ

ル
で

こ
れ
ら

の
人

々
は
、

い
わ

ゆ

る

「
ア
ゥ

ッ
」

(筆

者

の

い
わ
ゆ

る

〈
将
来

の

ゼ

ン
ト

リ

イ
〉
、
〈
既

成

の
ゼ

ン
ト

リ

イ
〉
で

は
な

い
)
と

み
な

さ
な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。
す

な

わ
ち
、

同
村

で

の
周
知

の
ラ
イ

ス
ラ
ー
派

の
人

々
は
、
す

ぐ

れ
て

、

一
六
八
九

年

以
前

に

は
社

会

的

・
政
治
的

権

力
を

ほ

と
ん

ど
行

使

で
き

な

か

っ

ぱ
　

た
個

々
人

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

三

抗
争

の
後

日
謂

(ラ

イ

ス
ラ

ー
政
権

崩

壊
以

後

)

ω

一
六
九

一
～

一
七

〇

一
年

ご
ろ

と

こ
ろ

で
、
ラ

イ

ス
ラ
i

政
府

互
解

二

六
九

一
年

三

月

)
を
も

っ
て
、

ラ
イ

ス
ラ
ー
派

と
そ

の
反
対

派

の
抗

争

は
終
ら
な

か

っ
た
。
す

な

わ
ち

、
以

下

の
よ

う

な

次
第

で
あ

る
。

互
解

後
約

八
年
間

、

反
ラ

イ

ス
ラ
i

派

が

支
配

権
を

掌
握

し

た
。
し

か
し

、

一
時
的

な

政
治

活
動

の
停

滞

の

の
ち
、

生

き
残

り

の
ラ
イ

ス
ラ
ー

派

指
導

者

は
、

彼
ら

の

い
わ
ゆ

る
同
植

民

地

の
み
じ

め
な

退
廃

状
態

を
本
国

に
訴

え

た
。

こ
の
訴
願

は
最

終

的

に
成

功

し
、

反
ラ

イ

ス
ラ
i

派

に
結

託

し

た

フ

レ

ッ
チ

ャ
i

総
督

(
じ口
讐
冨
ヨ
ぎ

コ
Φ
9
ゴ
①
「
在
任

一
六
九

二
ー
九

八

)

の
解

任
、

ベ

ロ
モ

ン
ト
新

総
督

(空

o
ゴ
費

血
O
O
O
什Φ
ー

い
O
「匹

しσ
①
一一〇
ヨ
〇
三

在
任

一
六
九
八

ー

一
七

〇

一
)
の
着
任

を
結

果
し

た
。

当
初

不
偏

不
覚

の
姿

勢

を
示

し

た
新

総
督

は
、

や

が

て
、
ラ

イ

ス
ラ
ー

派

は

「
反

対

派
よ

り
も

(名

誉

革
命

後

の
)
本
国

政

権

に
好

oー

意

を

も

つ
」
、

「
誠
実

で
高
潔

な

人
人

」
の
グ

ル
ー
プ

で
あ

る

と
断

定
し

、
彼

ら

が
、

「
政
治
参

与

か

ら
排
除

さ

れ
る

べ
き

」
何

ら

の
理
由

も
も

は

や
な

い
と
、

本
国

拓

ω

商

務
委

貝
会

に
報

告

、
同
派

を
登

庸
す

る

一
方
、

反

ラ
イ

ス

ラ
ー

派
政
治

家

の
追

放

と
、

フ

レ

ッ
チ

ャ
ー

の
交

付

し

た
地
権

(
ス

ケ
ネ

ク
タ

デ

ィ
よ

り
上
流

の
モ

ホ

ー

ク

河
流
域

の
二
〇

〇
平
方

哩

の
土

地
を
含

む
)

の
取

り
消

し

に
乗

り
出

し

た
。

こ
う

し

て
、
新

総
督

が
地
権

取

り
消

し

に
役

立

つ
情

報

を

え

る

た
め

に
特

派

し

た
人
物

の

ス
ケ
ネ

ク

タ

デ

ィ
訪
問

は
、
同
村

の
ラ
イ

ス
ラ

ー
派

が
勢
力

を

回
復
す

ゆ
　

る

の
に
貢
献

し
、

こ
こ

に
反
対

派

と

の
抗
争

が
、

再

び
顕
著

と
な

っ
た

の
で
あ

る
。

@

同
村

ラ

イ

ス
ラ
i

派

の
中

心

人
物

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
は

、
新

総
督

着
任

直
後

の
代

議
会

貝

選
挙

で
、

も
う

一
人

の
同
派

の
人
物

と
共

に

オ

ル
バ

ニ
ィ
郡

か
ら
当

選
し

、
新

総
督

に
味

方

し

た
。
す
な

わ

ち
彼

ら
は

、
あ

る
イ

ン
デ

ィ
ア

ン
部

族

が
、
「前

総
督

に
よ

る

そ
の

部
族

の
土

地

の
白

人

へ
の
交
付

の
た
め
、

ニ
ュ
ー

ヨ
ー

ク

植
民

地
を

捨

て
て

フ
ラ

ン
ス
側

へ
逃

亡
す

る

こ
と

を
余
儀

な

く
さ

れ

て

い
る
」
と

い
う
情

報
を

提
供

(
一
六

九

八
年

六
月

)、
新
総

督

の
地
権

取

り
消

し
政
策

を
支

援

圧
⑳

し

た
。

⑤

ま

た
、
右

の
代
議

会

の
メ

ン
バ
ー

の
多
数

は

、
悪
徳

シ

ェ
リ

フ
に
よ

る
偽
り

の
投

票
結

果
報

告

に
よ

っ
て
当

選

し

た
人

々
で
、
信

用

で
き
な

い
と
し

た
新
総

督



が
、
彼

ら

の
勢
力

を
削

減
す

る

た
め

に
代
議

会

貝

の
増

加
を

提
案

し

た

た
め

発
生

し

た
代
議

会

多
数

派

と

の
抗
争

に
当

っ
て
、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン

一
味

六
人

は
、

代

議
会

に
諌
言

し

て
拒
否

さ

れ

た
と
き

、

代
議

会
員

か
ら

の
辞

職
願

を
提

出

(
の
ち
、
新

総

督

の
勧

告

で
辞

職

を
思

い
と

ど
ま

る

)、

新

総
督

に
味

方

し

た
。

結
局

新

総

督

は
、

こ
の
代
議
会

を
解
散

(
一
六
九

八
年

六
月

)
し

た
が

、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
は
、

翌

年
初

め

の
代
議

会

員
選

挙

で
ま

た
再

び
、

ラ
イ

ス
ラ

ー

派

の
他

の
二
人

と

ユ
の

共
に
オ

ル
バ

ニ
ィ
郡

か
ら
当
選
し
た
。

O

同
じ

こ
ろ
新
総
督
は
、
同
村
上
流

の
森
林
地

か
ら
海
事

用
品
を
生

み
出
す
事
業
を
思

い
つ
い
た
が
、
反
ラ
イ
ス
ラ
i
派
が
自
分
た
ち

の
も
う
け

の
た
め
に
介
入

圧
"
㎞

す

る

こ
と
を

恐
れ
、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
に
秘
密

裡

に
命

じ

て

実

行

さ

せ
た

こ
と
も
あ

っ
た
。

以

上

の
よ
う

に
、

新
総

督
統

治

期

に

は
、

ラ
イ

ス
ラ

ー
派

と

そ

の
反

対
派

と

い
う

政
治

的

同

盟

が
解

消

し

て

い
な

か

っ
た

こ
と

が

明
白

で
あ

っ
た
。

と
も

か
く

同

村

で
は
、
反

ラ

イ

ス
ラ
ー

派

の
幹

部

S

・
グ

レ
ン
は
死

ん

で

し

ま

っ
て

い
た

が
、

弟

の
J

・
S

・
グ

レ

ン
が

治
安

判
事

お

よ

び
民

兵
隊
長

と
し

て
兄

の
立
場

を

継
承

し

て

い
た
。

ま

た
、

盟
友
関

係

と

モ
ホ
ー

ク
族

へ
の
影

響
力

に
配
慮

し

た
前

総
督

が
、

不

法

に
大

土
地

を

交

付

し

た
前

オ

ル
バ

ニ
ィ
市
長

・
参
議

会

員

ス
カ
イ

ラ
ー

(コ

臼
嘆

Q。
o
ざ

凱
Φ
「

新

総
督

は

ス
カ
イ

ラ
ー

が
最

近

入
手

し

た
地
権

を

取

り
消

そ
う

と
し

た

)
た
ち
有

力

な

反
ラ

イ

ス
ラ

ー
派

の
勢

力

は

、
な

お
無

視

で
き

な

い

De

も

の
が
あ

っ
た
。

こ

の
点

に
神

経

過
敏

と
な

っ
た
新

総
督

は

、

一
六
九
九

年

五
月

十
九

日
付

の
訓

令

で
、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
ら

に
、

不

正
な

地
主

の

「
今
後

の
迎
合

、匡

鴉

に
だ
ま

さ
れ

な

い
よ
う

警
戒

せ
よ

」

と

モ
ホ
ー

ク
族

に
忠

告
す

る

こ
と
を
命

じ

た
。

他

方
新

総

督

は
、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
を

「非

常

に
分
別

の

あ

る
人
物

」

と
称

讃

、
ま

た
、
彼

が

ス
ケ
ネ

ク
タ

デ

ィ
守
備

隊

の
糧

秣

補
給

な

ど

の
公
務

の
た
め

に
、

公
金

支

払

い
を
受
け

る

こ
と
と

な

っ
た
と
き

(
一
六
九
九

年

)

に
便
宜

を

は

か
り
、

さ

ら

に

一
七

〇
〇

年

五

月

一
日

に
は
、

彼
を

オ

ル
バ

ニ
ィ
民

事
訴

訟

裁

判
所

判

事

補

に
任

命

し

た
(
こ

の
こ
と

の
た

め
彼

は
、

同
年

八

月
、

新

総
督

と

イ

ロ

コ
イ
五

部
族

と

の
会

議

に
列

席

で
き

た

)
。
し

か
し
反

面
新

総

督

は
、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン

ら

が
、
船
舶

マ
ス
ト
材

収
集

地

で
あ

っ
た
あ

る
土

地

の
自

分

た
ち

へ
の
地
権

交

付

を
請

願

し
た

と
き

二

六

九

九
年

八

月

)、

そ

の
よ

う

な
請

瓢

は
、

「
国

王

へ
の
不

注

24

敬

と
総
督

へ
の
不
誠

実

」
を

示
す

も

の
で
あ

る
と

し

て

叱
責

し

た
。

彼

ら

は
、

自
己

の
力

の
限

界
を

知

ら

ざ

る
を

え

な

か

っ
た
わ

け

で
あ

る
。

②

一
七

〇

一
年

ご

ろ
以

後

ベ

ロ
モ

ン
ト

が
死

去

(
一
七

〇

一
年

五
月

五
日

)
し

、
政

治

的

風

向

き

が
再

び
変

わ

っ
た
と
き

、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
の
地
位

は
激
変

し

た
。
す

な

わ

ち
彼

は
、

一

七

〇

一
年

六
月

の
解

散
後

の
代

議

会
員

選

挙

で

い

っ
た
ん
落

選

後
、

当

選
者

の

一
人

が
非

居
住

者

の
た

め
無

資

格

と
な

っ
た

の
で
、
落

選
者

中

の
最
高

得

票

者

と

い

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
乱
に
関
す
る
補
足
研
究
ー
1
と
く
に
ス
ケ
ネ
ク
タ
デ
ィ
の
場
合

(
.
六
八
九
1

.
し

一
〇
)



ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

に
お

け

る

ラ
イ

ス

ラ

ー

の
乱

に
関

す

る
補

足

研

究

i

と
く

に

ス

ケ
ネ

ク

タ
デ

ィ

の
場

合

(
一
六

八

九

ー

一
七

一
〇

)

う

理
由

で
、

よ
う

や

く
繰

り
上
げ

当

選
し

た
も

の

の
、

こ
れ

が
、
彼

の
務

め
る
最

後

の
代

議
会

と
な

っ
た
。

と

い
う

の
は
、

反
ラ

イ

ス
ラ

ー
派

の
大

商

人

・
大

地
主

と

組

む

の

が
自
己

の
利

益

に
な

る
と
考

え

た

コ
ー

ン
ベ
リ

ー

(国
血
≦
"
a

=
旨

⑦
1ー

ピ
o
a

O
o
∋
σ
⊆
曙

在
任

一
七

〇

ニ
ー

八

)
の
着
任

後
、

も

は
や

彼

が
代
議

会
貝

に
当

選
す

る

こ
と
は
な

か

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

ち

な

み

に
、

こ

の
総
督

着

任

後
最
初

の
選

挙

に
お

い
て
、
最

初

の
地
権

所
有

者

の
息

子

で
、

フ

レ

ッ
チ

ャ
ー
統

治
期

の
被
地

権

交
付

に
参
与

し

た
ラ
イ

ス
ラ
ー

の
反

対
者

、

バ

ン
カ
i

(国
く
Φ
昌

しロ
き

o
犀
Φ
「
)
が
初

当
選

し

た

こ
と

は
、

ラ
イ

ス
ラ
ー

派

と
反
対

派

の
立
場

が
再
度

変

わ

注

25

っ
た

こ
と

を
象
徴

し

た

と

い
え
よ

う
。

代

議
会

構

成
員

の
変

化

は
、

政

治
勢

力

の
広

汎
な

再
結
集

の
合

い
図

で
あ

っ
た
。

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

市

の
元

ラ
イ

ス
ラ

ー
反

対

派

ベ
ア
ー

ド

(
乙

畠

o
冨
ω
しd
鋤
冨

a

)

は
、

次

の
よ
う

に

い

っ
た
。
「
以
前

の
不
幸

な

不

和

・
分
裂

が
最

近
突

発

し
、

未
曽

有

の
激

し

さ

に
達

し

た

そ

れ

は
、
反

ラ
イ

ス
ラ
ー

派

の
有

力

者

が
…

…
署

名

し

た
三

つ
の
上

奏

文

に
よ

っ
て
惹
起

さ

せ
ら

れ

た
」
と

。

こ

の
三

つ
の
上

奏

文

の
う

ち
、

一
七

〇

一
年
十

二

月
三
十

日
付

の
ウ

ィ
リ

ア

ム
三
世
宛

の
そ

れ

は
、

ス
ケ

ネ

ク

タ
デ

ィ
で
経

続

し

た
不

和

に

つ
い
て

の
す

ぐ

れ

た
洞
察

、

お
よ

び
、

当
時

の
党

派

と
ラ

イ

ス
ラ
ー

の
乱

の
時

期

の
そ
れ

と

の

一
致

に
対

す

る
重
要

な

証
拠

を
提

ま
め

供
す

る
。

(④

こ

の
上
奏

文

の
署

名
者

の
な

か

に
、
十

九

人

の

ス
ケ
ネ

ク

タ
デ

ィ
住

民

が
含

ま

れ

て

い
る
が
、

十

年
前

と
同

じ

く
、

反

ラ
イ

ス
ラ

ー
派

の
人

々

の
大
多

数

は
、

同

村

の
創

立

と
初

期

の
定
住

に
携

わ

っ
た
家
族

の
メ

ン
バ
ー

で

あ

っ
た
。

し

か
も

同
村

反

ラ
イ

ス
ラ
ー

派
構

成
員

は
、

家
族

的

・
政

治
的

き
ず

な

に
よ

っ
て
互

に
結

託

し

て

い
た
。
例

え

ば
、
右

の
十
九

人

の
う

ち
少

な

く
と

も
十

二
人

は
、

血
筋

や
結

婚

に
よ

っ
て
署
名

者

仲

間

の

一
人

以
上

と
縁
続

き

で
あ

っ
麟

。

⑤

+

八
世

紀
初

め
の
同
村

は
、

+

七
世
紀

末

同
様

、

住

民

の
意

見

が
対
立

し

た
社
会

で
あ

っ
た
。
も

ち

ろ

ん
、
支

持

者

の
死
亡

、

戦
時
中

の
個

々
人

の
移

住
、
多

数

の
イ
ギ

リ

ス
移

住
民

の
来

住
、

一
六
九
七

年

後

の
新

家
族

の

流
入

な

ど

い
く

つ
か

の
要

因

の
ゆ

え

に
、

そ

の
構
成

や

目
的

と

い
う

点

で
、
後

の
時

期

の
同
村

党

派

が
、

以
前

に
存

在

し

て

い
た
党
派

を
反

映
し

た
に
す

ぎ

な

い
と

、

単

純

に
断

定
す

る

こ
と

は

は
ば

か

ら
れ

る

。

し

か
し
、

そ

の
仲

間

に
最
初

の
ラ
イ

ス
ラ
ー
支

持
者

、

な

ら

び

に

一
六
八
九

ー
九

一
年

の
間

の
ラ
イ

ス
ラ
i

枢
軸

に

つ
な

が

っ
た

い
く

ら
か

の
家
族

の
メ

ン
バ
ー

を

含

ん

だ
と

こ
ろ

の
、

生

き
残

り

の
最

も

傑
出

し

た
ラ
イ

ス
ラ
ー

派

の
シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
が
、
論
争

の
中

心

に

い
た

こ
と

は
確

実

で
あ

る
。
ま

た
、
そ

の
多

く

が
右

の
上

奏

文

に
署

名
し

た
彼

の
反
対

派

が
、
同

じ
時
期

の
人

々

な
　

に
よ

っ
て
、
反
ラ
イ

ス
ラ
ー
派

に
所
属
す
る
と
確
認
さ
れ
た
人

々
の
仲
間
で
あ

っ
た
こ
と
も
明
白
で
あ

る
。

◎

な
お
こ
の
上
奏
文
は
、

一
七
〇
二
年
に
始
ま
る
シ
ャ
ー

マ
ー
ホ

ン
の
地
位
低
下
を
明
示
し
た

一
連

の
事
柄

の
前
兆

で
あ

っ
た
。
彼

の
代
議
会
員
選
挙

で
の
落
選

(22)



は
、
既

述
し

た
。

ま

た
彼

は
、

ベ

ロ
モ

ン
ト

政
権

と
親
密

す

ぎ

た

た
め

に
、

守
備

隊
糧

秣
補

給

な

ど

の
公

務

に
対
す

る
支

払

い
の
と

き

の
便

宜

も

え

ら

れ
な

か

っ
た
。

さ

ら

に
、

先

述

の
海

事

用
品

に
関
す

る
事

業

で

の
彼

の
処
理

に
不

満

を
も

っ
た

コ
ー

ン
ベ
リ

ー
総

督

に
よ

っ
て
、

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

に
出

頭
し

て
弁

明

す

る

こ
と

を

注
29

求

め

ら
れ

た
二

七

〇

二
年

六
月

)。

そ

の
上

、
以

下

に
指

摘

す

る
よ
う

に
、

同
村

の
ラ
イ

ス
ラ
ー

派

と
そ

の
反

対

派
を

識
別

す

る

の
に
役

立
ち

、

ま

た
、

そ
れ

に
関

与

し

た
人
間

の
特

徴

を
理
解

す

る
上

で
注

目

に
値

す

る

と

こ

ろ

の
、
彼

に
と

っ
て

重
要

な
、

彼

の
公
有

地

の
処

理
権

を

め
ぐ

る
紛
争

が
待

っ
て

い
た
。

そ
も

そ
も
当

時

、
彼

と
そ

の
義

理

の
息

子
J

・
ウ

ェ
ム
プ

(
}
o
ゴ
鋤
目

①
ω
芝

①
ヨ
O
)
は
、

既
述

の

一
六
八

四
年

の
ド

ン
ガ

ン
総

督

の
特

許

状

に
依
拠

し

て
、
同

村
周

辺

の
未
交

付

地

(
計

、

約
八

万

工
ー

カ
ー

)

の
処

分

を
管

理

し

て

い
た
。

と

こ
ろ

が
、

一
七

〇

二
年
七

月

末

に

モ
ホ
ー

ク
族

代

表

と

の
会
議

の
た

め

に

ス
ケ
ネ

ク

タ

デ

ィ

に
二

日
間
滞

在

し
、
そ

の
間

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
反
対

者

と
も

協
議

し

た

コ
ー

ン
ベ
リ
i

総

督

(
彼

は

、

フ

レ

ッ
チ

ャ
ー

が
交
付

し

た

が
、

ベ

ロ
モ

ン
ト
が

取

り

消
し

た

い
く

ら

か

の
地

権
を

再
確

認
す

る
政
策

を

採

用
し

た

)
が

ニ

ュ
ー

ヨ
ー
ク

市

に
帰
還

し

た
直

後

、

か
ね

て
同

村

近
隣

地

の
特

許

状
を

入
手

し

よ

う

と
し

て

い

た

い
く

人

か

の
反

ラ
イ

ス
ラ

ー
派

は
、

そ

の
地

権

交
付

特

許

状
を

総
督

か
ら

か
ち

と

っ
た
。

ま

た

同
年

十

月
、

そ

の
多

く

が

一
七

〇

一
年
十

二
月

の
上

奏

文

に
署
名

し

た
同
村

の
三
十

八

人

の
住

民

は
、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
の
「
何

の
報

告
書

も

提
出

す

る

こ
と
も

な
く

、

…
…

村

の
公
有

地
を
売

却

し

た

り
、

他

の
土

地
を

購

入
す

る

」

権

限

に
異

議
を

唱

え

た
総
督

へ
の
訴
状

に
署
名

し

た
。

こ
の

訴

状

で
さ

ら

に
彼

ら

は
、
シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン

の
権

限

を
無

効

と

し
、
「
同

村

住
民

の
利

益

に
合
致
す

る
よ

う

に
、
…

…

地
権

や

他

の
特
権

を

承
認

す

る

こ
と

と
な

る

よ

う

な

」
新

し

い
特
許

状

が
発
布

さ

れ

る

こ
と

を

要

請
し

た
。
し

か
も
、

こ

の
訴

状

の

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

へ
の
到

着

が
、

コ
ー

ン
ベ
リ

ー
総
督

期

の
最
初

の
代
議

会

(
反
ラ

イ

ス
ラ

ー
派

が
多

数

を
占

め
た

)

の
開

催

日

(十

月

二
十

日
)

に
間

に
合

う
よ

う

に
調
整

さ

れ

た
。

こ
の
結

果

、

一
七

〇

三
年

二

月
、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
と
J

・
ウ

ェ
ム
プ

を
免

職

に

し
な

か

っ
た
け

れ
ど

も

、

二

人

の
力

を
削

減
す

る

た
め

に
、
J

.
S

・
グ

レ

ン
ら

三
人

の
反

ラ

イ

ス
ラ

ー
派

を
管

理

人

に
加

え

た
新

特

許

状

が

発
布

さ
れ

た

(
二
人
は

、

こ

の
特
許

状

を
無

視

)。

し

か
し
結

局

、

一
七

〇
五
年

と
〇

六
年

に
、
J

・S

・

グ

レ

ン
ら
新
管

理

人

は
、

衡
平
法

裁

判

所

で

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
に
対

す

る
訴

訟

を
始

め
る

こ
と

を
余
儀

な

く

さ

れ

た
。

こ
れ

に
対

し

て
シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
は
、

二
人

の

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

市

民

へ
の
自

己
弁

護

の
訴

状

を
提

出
す

る

た
め

の
委

任
状

を
作

成

し

て
、

反
訴

を
提

起

し

た

(
一
七

〇
五

年

)。

こ

の
委

任

状

に

は
、

五
十

五

人

の

名

前

が
添

え

ら
れ

て

い
た
が
、

そ

れ
は
、

同

村

の
シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
支
持

者

の
身

元
確

認
を

可
能

に
す

る

最

も

詳
細

な
情

報

を
提

供

す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

さ

ら

に
、

こ
の

一
七

〇

五
年

の
委

任

状
と
、

先

述

の

一
七

〇

一
年

十

二

月

の
上

奏

文

や

一
七

〇

二
年
十

月

の
総
督

へ
の
訴

状
、

加

え

て
、
現

存

す

る

二

つ

(
一
七

〇
五
年

と

一
ぴ
ぶ

七
〇

八
年

)

の
同

村
課

税
財

産
査

定
簿

を
比

較

・
検

討
す

る

と
、
当

時

同
村

を

分
裂

さ

せ

た
相
対

立
す

る

両

陣

営

の
プ

ロ
フ

ィ

ル
を

知

る

こ
と

が

で
き

る

の
で
あ

る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
乱
に
関
す
る
補
足
研
究

と
く
に
ス
ケ
ネ
ク
タ
デ
ィ
の
場
合

(
=
ハ
八
九
t

一
ヒ

一
〇
)

(23)
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ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

に
お

け

る

ラ

イ

ス
ラ

ー

の
乱

に
関

す

る
補

足

研

究

と

く

に

ス

ケ
ネ

ク

タ

テ

ィ

の
場
合

(

六

八

九

r

一
し

○

)

以

下
暫

ら
く

、

こ
れ
ら

の
資
料

に
依
拠

し

た

バ
ー
ク

氏

の
分

析
を
要

約

し

て

み
よ

う
。

㈹
右

の

一
七

〇

一
年

の
上

奏

文

と

一
七
〇

二
年

の
訴

状

の

い
ず

れ
か

一
つ
、
な

い
し
両
方

に
署
名

し

た

四

十

四
人

の
う

ち
、

三

+
八

人

の
身

元
を
確

認

で
き

る

が
、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
に
敵

対

し

た
陳
情

者

は
、

圧
倒
的

に
オ

ラ

ン
ダ
生

ま

れ

で
あ

る
。

ま

た
、

ス

ケ
ネ

ク
タ

デ

ィ
村

は
、
著

し

く
、

そ

の
指
導

者

を
J

・
C

・
ヴ

ァ

ン
・

ス
リ

ッ
ク

の
息

子

H

・
ヴ

ァ

ン
ス
リ

ッ
ク
や
、
J

・
S

・
グ

レ
ン
の
よ
う

な
最

初

の
地

権
所

有
者

、

な

い
し

そ

の
子

孫

か
ら
引

き

出
し

た

が
、
右

の
両

人

共

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
に
敵

対

し

た
人
物

で
、

同
村

の
文
武

の
官

職

を
保

有

し

て

い
た
。

さ

ら
に
十

年
前

同
様

、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
支

持
派

に
せ
よ

反
対

派

に

せ
よ

、
家

族

や
結

婚

の
き
ず

な

が
、
各

派
そ

れ

ぞ
れ

を
結

託

さ

せ
る
重

要

な
要

因

で
あ

る
場
合

が
多

か

っ
た
。

な

お

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
は
、

B

・
ウ

ェ
ム
プ

の
よ
う

な
元

ラ

イ

ス
ラ
ー

派

に
支

援

さ
れ

た

が
、

彼

は
ま

た
、
同

村
非

オ
ラ

ン
ダ

系

(
イ

ギ
リ

ス
な

い
し

フ
ラ

ン
ス
系

の

こ
と

。
イ

ギ

リ

ス
系
移

住

民

の
到
着

は
、

ウ
ィ
リ

ア

ム
王

の
戦

い
お

注

31

よ

び
ア

ン
女

王

の
戦

い
と
付
合

し

た

)
住

民

の
支
援

も
受

け

た
。

a

と

は

い
え
、

先
述

の

一
六
八

九
ー

九

一
年

の
場
合

同
様

、
民
族

的

起

源

で

は
な
く

て
、

社
会

的

・
経

済
的

地
位

の
相
違

が
、

両

派
を

差
別

し

つ
づ

け

た
と
指

摘

し
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

す
な

わ

ち
第

一
に
、
同

村

人

口
は

、

十

七
世

紀
末

か

ら
十

八

世
紀

の
最
初

の
十

年

間

に
倍
化

し

た

(
一
六
九

七

年

の
二
八
三

人

か
ら
、

一

の

七

一
四
年

ま

で

に
五
九

一
人

に
成
長

)
が
、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
の
オ
ラ

ン
ダ

系
支

持

者

の
い
く
ら

か

は
、

そ

の
多

く

が
オ

ラ

ン
ダ
人
女

性

と
結

婚

し
た

イ
ギ

リ

ス
軍

ω

人
同

様
、

同
村

に
最

近

来

住
し

て
結
婚

、

子
供

を

も
う

け

た

人

々
で
あ

っ
た
。

一
七

〇

五
年

の
委
任

状

に

署
名

し

て

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
を

支
持

し

た
人

々
の
う

ち

、

三
十

一
人

の
最

初

の
結

婚

の
年

代

が
判
定

で
き

る
が
、

こ

の
三

十

一
人

の
う

ち
、

八

人

だ
け

が

一
六

九
五

年
以
前

に
結
婚

し

て

い
た

の

に
対
し

て
、

十

八
人

は

一
六

注

32

九

五

-

一
七

〇
四
年

の
問

に
、

そ
し

て

五
人

は
、

一
七

〇

五

年

以
後

に
結

婚

し

た
人

々
で
あ

っ
た
。

島
第

二

に
、

二

つ
の
同
村

課
税

財
産

査

定
簿

を

分
析
す

る

と

、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
支

持
者

は
、
同

村

の
極

貧
層

で
は
な

い
が
、

全
体

と

し

て

い
え
ば
、

反
対

者

よ

り
も
富

裕

で
な

か

っ
た

こ
と
が
示

唆

さ
れ

る
。

こ
れ

に
対

し

て

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
反
対

者

は
、

グ

ル
ー
プ

と
し

て
、

家
長

や

財
産

所
有

者

と
し

て

の
地
位

の
見

地

か

ら
す

れ
ば
、

支
持

者

よ

り
よ

り
既

成

の
定
着

し

た
人

々
で
あ

っ
た
。

実
際

、

↓
七

〇

五
年

の
シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
支

持
者

の

二
十
四

人

は
、

同
年

の
課
税

財
産

査

定
簿

に
掲

載

さ

れ
て

い
な

い
ほ

ど

の
貧

し

い
人

々
で
あ

っ
た
。

そ

し

て
彼

ら

は
、
未

婚

で
ま

だ

独
立

し
た

家
庭

を

設
立

し

て

い
な

い
多
数

の
人

々
と
、

大
底

の
非

オ
ラ

ン

ダ
系

支
持

者

を
含

ん

で

い
た
。

さ

ら

に

一
七

〇

八
年

課
税

財

産

査

定
簿

は
、
両

派

の
経

済
的

地
位

を

よ
り

明
確

に
す

る
。

す

な
わ

ち
、

一
七

〇

八
年

の
同
村

全

住
民

の
平

均
財

産
高

は
二

五

・
ニ
ポ

ン
ド

で
あ

っ
た

が
、

課
税

財

産

査

定
簿

リ

ス
ト

の
う

ち

、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
支
持

者

と
確

認

で
き

る
三

十
八

人

の
平

均

財
産

高

が
、

,



二
七

・
九
ポ

ン
ド

で
あ

っ
た

の

に
対

し

て
、

同

リ

ス
ト

の
う

ち

、

反
対

者

と
識

別

で
き

る
三
十

三

人

の
そ

れ

は
、

三

二

.
六
ポ

ン
ド

で
あ

っ
た
。

な

お

一
七

〇
五

年

の
場

合

は
、

そ

れ

ぞ

れ
、

一
五

・
八

ポ

ン
ド

と

一
九

・
七
ポ

ン
ド

で
あ

る
。

恐
ら

く
、

公
有

地

管

理
人

の
地

位

に
あ

る

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
の
支

持
者

は
、

自
己

の
家

ぼ
ゐ

産

を

増

や
し
新

し

い
生

活
を

始

め

る
方
便

と

し

て
、
彼

を
支

持

し

た

の

で
あ

ろ
う
。

そ

れ

は
さ

て
お

き

、

一
七

〇

八
年

後
も

長

期
間

、
公

有
地

管

理

人
を

め

ぐ

る
論
争

は
、

過
去

の
不

和

に
よ

っ
て
身

動

き

で
き
な

く

な

っ
た
と
思

わ

れ

る
社
会

に
と

っ
て
、

未
解

決

な
抗

争

の
種

で
あ

り

つ
づ
け

た
。

一
七

〇
〇

一
四
年

の
間

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン
は
、

一
六

八

四
年

に
ド

ン
ガ

ン
総

督

の
命

令

で
設

置

さ

れ

た
管

理

機

関

の
構

成
員

の
唯

一
の
生
き
残

り

と
し

て
、
義

理

の
息

子
J

・
ウ

ェ
ム
プ

の
助
け

を

え

つ
つ
、

公
有

地

を

処

理
し

よ
う

と

し

た
。

つ

い
で
十

四
年

か
ら

は
、
同

年

の

特

許

状

に
よ

っ
て
、

右

の
J

・ウ

ェ
ム
プ

が

そ

の
死

の
四
+

九

年
ま

で
管

理

人

に
と

ど
ま

り
、

四

+
九

年

以

後

公
有

地

の
管

理
権

は
ブ

ラ

ッ
ト

(〉
お
三

じ口
轟
騨

)
の

手

中

に
帰
し

た
。

し

か
し
そ

の
間

J

・
ウ

ェ
ム
プ

や
ブ

ラ

ッ
ト

の
管

理
権

へ
の
抗

議

運

動

が
な

さ

れ

た

た

め
論

争

は
継
続

し
、

さ
ら

に

五
+
四

年

か

ら
九
+

五

年

ま

で
、

残
存

し

た

公

有

地

(
約

五
万

工
i

カ
ー

)

の
支

配
権

を

再

入
手

し

よ

う

と
し

た

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン

の
同
名

の
孫

(
同
三

世

)

に
よ

っ
て
、

抗
争

の
炎

は
あ

ふ

ら

れ

た
。
従

っ
て
、

ハ
ン
タ
ー

総
督

の
着

任

の

こ
ろ

に

ニ
ュ
ー

ヨ
ー

ク
植

民

地

の
政

治
的

調
和

が
回
復

し

始

め
た

と

い
う
、

多

く

の
史

家

の
指
摘

に
も

か

か
わ

ら
ず
、

5ーω

公
有

地

管
理

問

題

が
、

一
七

九

〇
年

代
ま

で
あ

つ
れ
き

の
主

眼

点

で
あ

っ
た

ス
ケ
ネ

ク

タ
デ

ィ

で
は
、

ラ

イ

ス
ラ

ー
政

権

期

の
抗

争

.
分
裂

の
遺

産

は
、

長

く
尾

を

ほ
あ

引
き

、

ゆ

っ
く

り

と

し

か

い
や

さ

れ
な

か

っ
た

と

い
わ
な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

お

わ
り

に

以

上

要
す

る

に
、

ス

ケ
ネ

ク

タ
デ

ィ
と

い
う

フ

ロ
ン
テ
ィ

ア

・
農
村

社
会

に
も

、

ラ
イ

ス
ラ
ー

派

と
そ

の
反
対

派

の
鋭

い
分
裂

.
抗
争

が

み
ら

れ

た
。

す

な

わ
ち

、

シ

ャ
ー

マ
ー

ホ

ン

の
生

涯
と

、

一
六
九

〇
年

お

よ

び
そ

れ
以

後

に
彼

を

支
持

な

い
し

反
対

し

た
人

々

の
網

状

組
織

の
行

動

の
検

討

に
よ

っ
て
、

ラ
イ

ス
ラ
ー

の
乱

の

遠

く
離

れ
た

モ

ホ
ー

ク

河
流

域

へ
の
重
大

で
広
範

な
イ

ン
パ

ク
ト

を

明
示
す

る

こ
と

が

で
き

た
。

重
言

す

れ

ば
、

同
村

に
は

土
地
を

め
ぐ

る
問

題
を

主

眼

と
す

る
紛

争

の
火
種

が
、

ラ
イ

ス
ラ
ー

の
乱
以

前

か
ら

以

後
長
期

に
わ

た

っ
て
存

在

し

、

一
六

八
九

ー

九

〇
年

の
事

件

が
永

続
的

な
抗

争

の
.パ
タ

ー

ン

(
1ー

ラ
イ

ス
ラ
i

派
対

反

ラ
イ

ス
ラ

ー
派

)
を

設
定

し

た

の
で
あ

る

。

そ
れ

ゆ

え
、

い
わ
ゆ

る
ラ

イ

ス
ラ
ー

の
乱

は
、

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

を

ベ
ー

ス
と
す

る
現

象

だ
け

で
は
な

く
、

し

か
も

、

一
七

一
〇
年

で
終
息

す

る
も

の

だ
け

で
も

な

か

っ
た
の

で
あ

る
。

ま

た
、

シ

ャ
ー

マ
…

ホ

ン

(
い
わ
ば
、

同

村

の
ラ

イ

ス
ラ

ー

)
反
対

者

は

、
主

と

し

て
同
村

の
既
成

オ

ラ

ン
ダ

社
会

の
人

々
か
ら
構

成

さ

れ
、

一
方

支
持
者

は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
乱
に
関
す

る
補
足
研
究

と
く
に
ス
ケ
ネ
ク
タ
デ
ィ
の
場
合

穴

六
八
瓦

。
し

.
○
)

恥



ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

に

お
け

る
ラ

イ

ス
ラ

ー

の
乱

に
関

す

る
補

足

研

究

と

く

に

ス
ケ
ネ

ク
タ

デ

ィ

の
場

合

二

六

八

九

-

一
七

一
〇

)

オ
ラ

ン
ダ
人
、

イ

ギ
リ

ス
人
、

フ
ラ

ン
ス
人
を
含

ん

で

い
た

の
で
あ

っ
て
、
少

な
く

と
も

同
村

で
は
、

両

派

の
抗

争

を

ア

ン
グ

ロ

・
ダ

ッ
チ
間

の
民
族

的
対

立

の
結

果

と
解

釈

す

る

こ
と

は
で
き

な

い
。
実

際
、

ラ
イ

ス
ラ
ー

の

乱

と
そ

の
後

日
諜
は
、

同
村

に
存

在

し

た
重

大

な

経
済

的

・
社
会

的

・
政

治
的

分
裂

を
暴

露
す

る
。
従

っ
て
、

同

村

に
お

け
る
長

期

に
わ
た

る
抗
争

を
約

言
す

れ

ば

、

「
イ

ン
ズ

」

(最

初

の
移

住
民

)
と

「
ア

ウ

ッ
」

(
後
来
者

)
と

の
闘
争

と
く

に
土

地

へ
の
接
近

を

め
ぐ

る
戦

い

と

い
え

る
か
も

知

れ
な

い
。

本

稿

は
、

い
わ

ゆ
る

ラ
イ

ス
ラ

ー

の
乱
を

め
ぐ

る
、

今
ま

で

の
筆

者

の
研
究

の

一
つ
の
補
充

に
す
ぎ

な

い
。

恐

ら
く
、

今
後

こ
れ
ま

で

と
同
様

、
多

く

の
史

家

に

よ

る
様

々
な
研

究

が
な

さ
れ
、

色

々
な

見
解

が
発
表

さ
れ

る

の
で
あ

ろ
う
。

例

え

ば
既

に
、
次

の
よ
う

な

主

張

が
な

さ

れ
て

い
る
。

今

ま

で

ニ
グ

レ
ク
ト
さ

れ

て
き

た
オ
ラ

ン
ダ

の
記
録

を
省

み
る

べ
き

で
あ

る
。
事
件

は
、
イ

ギ
リ

ス
式

モ
デ

ル
で
は

な
く

、
オ

ラ

ン
ダ
式

の
そ

れ

に
よ

っ
て
説
明

し
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
。
「
北

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

で

の
権

力
闘

争

は
、

イ
ギ

リ

ス
の
よ
う

に
、
主

と

し

て

コ
ー

ト

派
と

カ

ン

ツ
リ

ィ
派

の
間

の
抗

争

で

は
な
く

、
新

種

の

コ
ー
ト

対
大

自
治

都
市

の
そ

れ

で
あ

る
」
。

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

の
場
合

、

フ
ラ

ン
ス
と
イ

ギ
リ

ス
旧
教

徒

の
侵
入

の
危
機

を
前

に
、
「
論

争

は
、

超

地

方
的

権
威

(
都
統

オ

レ
ン
ジ
公
な

い
し
ラ

イ

ス
ラ
ー

)

庄

35

の
主
導

権

と
自

治

都
市

(
ハ
ー
グ
市

な

い
し

ニ
ュ
ー

ヨ
ー

ク

市

)

の
そ

れ
と

の
間

の
闘
争

を
中

核

と
し

た

」
と
。

筆
者

は
、
次

々
と
発
表

さ
れ
る

こ
れ
ら

の
見

解
を

のω

吟

味
し

つ
つ
、

一
層

真
相

に
迫

ま

り

た

い
と
思
う

次
第

で
あ

る
。

1243

註

釈

茨

木

慶

三

『
十

七

世

紀

後

半

に

お

け

る

ニ

ュ
ー

ヨ

ー

ク

政

治

動

乱

に

つ

い

て

』

[
西

洋

史

学

第

五

九

号

(
一
九

六

三

ー

以

下

、

第

一
論

文

と

署

記

)
、

二

六

r

四

七

。

茨

木

『
ラ

イ

ス
ラ

ー

期

再

考

ー

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

市

(
一
六

六

四

-

一
七

一
〇

)
に

つ

い

て

の

試

論

』

[
三

重

大

学

教

育

学

部

研

究

紀

要

、

第

二

九

号

(
一
九

七

八

ー

以

下

、

第

二

論

文

と

客

記

)
、

九

三

ー

一
〇

八

。

こ

れ

ま

で

の

研

究

に

つ

い
て

は

、

第

一
論

文

「
は

じ

め

に

」
の
註

を

、

最

近

の

研

究

に

つ

い

て

は

、

第

二

論

文

で

依

拠

し

た

次

の

論

考

を

参

照

。
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